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「愛媛働き方改革推進会議」の開催について 

 

 標記会議につきまして、下記のとおり開催します。 

 

記 

１ 日 時 令和５年９月 14日（木） 13：30～15：00 

 

２ 場 所 松山若草合同庁舎 ７階 共用大会議室 

             松山市若草町４－３ 

 

３ 議 題 

  

（１） 愛媛の働き方改革の現状と取組について 

（２） 自動車運転業務の時間外労働の現状と上限規制に向けた取組について（四国運輸局

愛媛運輸支局、一般社団法人愛媛県トラック協会） 

（３） 意見交換 

 

４ 出席者  労働団体、経済団体、金融機関、行政機関等 

 

 

愛 媛 労 働 局 発 表 

 

令和５年８月 29 日 

【担当】 

愛媛労働局雇用環境・均等室 

   室 長  渡部 仁司 

   監理官 園田 志保 

 電話 089－935－5222 

  

   

愛媛労働局 

[照会先] 

 

厚生労働省では、平成 27年度から各都道府県において地方公共団体及び労使団体等の

地域の関係者から構成される会議を開催し、働き方改革の効果的な推進に向け、施策・

取組事例の紹介や意見交換を行っています。 

今回の会議では、主に自動車運転業務の時間外労働の現状と上限規制に向けた取組に

ついて意見交換します。 

 



愛媛働き方改革推進会議開催要綱 

 

１ 趣 旨 

 少子高齢化の進展による人口減少社会を迎え、経済社会の活力を維持するために

は、誰もが意欲と能力に応じ、安心して働くことのできる「全員参加の社会」の実

現が必要である。特に、人口減少の続く愛媛県においては、女性、若者や非正規雇

用者を始めとする労働環境や処遇の改善等の働き方改革に向けた取組を行うこと

により、人材を確保し、労働生産性を向上させることが、地方創生を図るうえでも

重要な課題である。 

 また、平成 30 年７月６日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律

の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71 号）」により改正された「労働施策の総

合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第 10

条の３において、中小企業における取組が円滑に進むよう、国は関係者により構成

される協議会の設置等に努めるものとされた。 

このため、「働き方改革実行計画」に盛り込まれた各種施策の実現を図り、当県

における働き方改革の推進に向けた気運の醸成や、企業、特に中小企業、小規模事

業者の抱える諸課題の解決を図るため、地方公共団体、地域の労使のほか融資等を

通じ地域の中小企業等と密接に関わる金融機関等が、広く情報共有、意見交換を行

うことを目的として「愛媛働き方改革推進会議」を上記協議会と位置付けして設置

する。 

 

２ 構成員 

 別紙に掲げる者により構成する。 

 会議の座長は愛媛労働局長とする。 

 

３ 議題等 

 愛媛県における働き方改革の効果的な推進に向け、施策や取組事例の紹介や意見

交換を行う。 

≪具体的テーマ≫ 

（１） 長時間労働対策や年休取得促進策、ワークライフバランスの実現等働き方 

の見直し 

（２） 非正規雇用労働者の処遇改善 

（３） 若者、女性等の活躍促進 

（４） 中小企業・小規模事業者への支援 

（５） 労働生産性向上に向けた金融機関との連携、経済産業施策との連携 

（６） 働き方改革に関する広報・啓発策 

（７） その他 

 



４ 運 営 

 本会議の庶務は、愛媛労働局雇用環境・均等室において処理する 

 

５ 附則 

（１） 平成 27年 12月 15日から適用 

（２） 平成 30年３月８日改正 

（３） 平成 30年 11月５日改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



愛媛働き方改革推進会議構成員名簿 

 

 

団 体 名 

労働団体 日本労働組合総連合会 愛媛県連合会 

経済団体 

愛媛県経営者協会 

愛媛県商工会議所連合会 

愛媛県中小企業団体中央会 

愛媛県商工会連合会 

愛媛経済同友会 

一般社団法人 愛媛県法人会連合会 

金融機関 

株式会社 伊予銀行 

株式会社 愛媛銀行 

愛媛信用金庫 

行政機関 

愛媛県 

四国経済産業局  

愛媛労働局 

 

  



≪オブザーバー≫ 
【各団体】 

団    体    名 

一般社団法人 愛媛県医師会   

愛媛県漁業協同組合連合会   

一般社団法人 愛媛県建設業協会女性部会   

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会   

愛媛県社会保険労務士会   

愛媛県森林組合連合会   

一般社団法人 愛媛県中小企業診断士協会   

愛媛県農業協同組合中央会   

四国税理士会 愛媛県支部連合会   

公益財団法人 えひめ産業振興財団 

（愛媛県よろず支援拠点） 
  

公益財団法人 えひめ女性財団   

えひめ男女共同参画推進大学等連絡協議会   

公益財団法人 松山市男女共同参画推進財団   

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部 

愛媛職業能力開発促進センター（ポリテクセンター愛媛） 

独立行政法人 労働者健康安全機構 愛媛産業保健総合支援センター 

愛媛働き方改革推進支援センター           

愛媛県働き方改革包括支援プラザ           

株式会社 日本政策投資銀行 

  



≪オブザーバー≫ 

 

 

【行政機関】 

愛媛県  県民環境部 男女参画・県民協働課長 

松山市 
 市 民 部 市民参画まちづくり課長 

 産業経済部 地域経済課長 


